
１． ー ー １００周年 会より

周年の 内をいただきました。２０１７年国

会は １００周年を う特別な 会にな

ります。ぜ ー ー 生 の地アト

で ー 会 め、 中の

ー ア と に 的な いをしまし

うとの事です。 生 ーテ ーに 席さ

れたい方は か高 事までお知らせ さい。

別 より２月の会報を きました。

年度 ー事務所より 年度地 の

の 内と、４月９日 の地 協

会の 内が いております。 年度 事にお

ししました。

本日 の所に、今年度の地 会報 が

いております。地 会に された方は

お ち り さい。それと一 に 間

会の時に した が ておりますので

一 にお ち り さい。

　　

　３月４日 ５日に にて された、会

レクト セミ ーに 席して りました。

しい事につきましては、３月２２日の 会にて

会 レクト セミ ーに 加して と題

して 話でお話をさせて きます。今 の

会で少し なお話が 部 ーより報 が

ありましたが、それは２５１０地 として 国３７００
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地 との 地 の を 結させることに

なったというものでした。 しくは２２日の 会

にて させていただきます。

　 　 　

「ロータリー財団に因んで」
　１９１７年、当時の国 ー ー会 アー

ク が で い事をする ための

の を し、会 などから を

め、 年 害者 に したのが まりで、

１９２８年 ３年には ー ー と名

けられ、国 ー ーに み まれ現在の

ー ー に っています。

　アー ク が してから今年が１００

年目になりますが、国 ー ーの正

になってからは９０年目になります。

　 ー ク以 、 に する が

目減りを続け、国 ー ーでは 年度から

人 の 上 を 行します。これによっ

て、３年間で 状況は安 する見 みとなっ

ていますが、同様に ー ー も国 ー

ーとおおよそ同 の負 を え、 の車状

態で 動に助 を している現状です。

　国 ー ーのように として を

み てる事をしていないので、もっ ら会

の だけに っている現状です。

　 の が でなくなってから、

助 などの も けやすくなり、 国ク ブ

からの も増加の一 という現状に、 本

部は をあ ているのが現状です。会 皆様

一人一人の の をお い申し上 ます。

　かつて、 が から言 れたことがあります。

お前は 人から まれたことは 断っては

だめだよ。断るという事は んだ人より い人

のすることだから 今でも に んで行動し

ています。

　 ー ーに入った時、 ー ア には

ーは無い と に言 れました。なる ど

ー ア は一会 として年齢や に

なく、全く平 の 場なんだから、当 ーと

いう言 が無いんだ と、 に したもので

す。

　しかし、皆様は ー ア ですから、地

ー ー 会から をお いします

と言うのは差し がましい話であり、お いさ

れる いのものでも無い事です。

　会 皆様の かいお で ー ー の現

状をご理 さり、 者の一 を しくお い

します。

　以上、 のお話でした。

ち っと い事がありました。　

で された会 レクト セミ ー

に 席して りました。第一 突 しまし

た。　

レクトありがとうご います。３時のお

やつにさせていただきます。　

本日で 会 席が最後です。１年 という

い時間でしたが、 変お 話になりました。

留萌 の発 と ー皆様のご を

よりお り申し上 ます。　

昨日、留萌市 中 にてお 初

しました。 かったです。　

のどら きをいただきました。 れ

中 からではなくて、内のか いい

さんからだったら かったのに。

　　

ありがとうご います。

　

どら きありがとうご います。

　

、どら きありがとうご います。

　

ありがとうご います。　　

　前　 　　５６８，７５０

　今　 　　２７，０００
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来賓卓話「道内交通事故の発生状況と実態」

　　　　　　　　　留萌市交通安全協会

　専務理事　瀧口　　昇 様

　本日は、北海

道の交通事故発

生状況と留萌警

察署管内におけ

る交通事故の発

生状況、それと

現在話題になっ

ている高齢者の交通事故の実態と、最後にこれ

から施行される道路交通法についてお話をさせ

ていただきます。

　まず初めに、道内の交通事故発生状況につい

てですが、発生件数が１１，３３０件と一昨年に比べ

て２０７件増加しており、旭川方面でも２７年度に

比べ、１１９件の増加となっており、２７年度に比べ

発生件数と傷者の数が増えております。ただ、

死者の数は全道で－１９人、旭川管内－８人と死

者の数は減少しております。これで死亡事故全

国ワースト１を１４年連続で返上をしているとこ

ろであり、ちなみに昨年は、全国ワースト第５

位という結果になっております。

　それでは留萌警察署管内はどうだったのかと

申しますと、残念ながら留萌管内においては、

発生数、死者数、負傷者数すべてが２７年より増

加しているのが現状です。特に死者数では管内

で２人の方が死亡しております。１件目では小

平町で、２月１３日に国道横断中の高齢歩行者の

女性の方が撥ねられて亡くなってしまったこと

や、２件目が昨年１２月２８日に道路で寝てしまっ

て、そこに車が衝突し男性が亡くなってしまう

という残念な事故がありました。今年に入って

３月７日現在での交通事故の発生件数では、全

国的に同時期で－４７件、北海道では同時期に比

べて－９件、全国ワースト２１位となっています。

ただし、留萌管内では同時期に比べて２件増加

でしたが、死者数は０でした。

　そこで本題に入りますが、高齢歩行者の被害

の実態調査では、北海道で亡くなった１５８人の

内８３人の方が６５歳以上の高齢者の方だと言う残

念な結果でした。その中でも自動車乗車中が３２

名で、運転中が２２人、助手席３人、後部席７人

となっております。旭川方面では交通事故死６

件６人の内、４人が６５歳以上の方という状況で

した。北海道の交通事故死者数の１/３が高齢

歩行者という状況になっています。皆さんもご

存知と思いますが、高齢者の方は横断歩道の無

い所をどうどうと横断してしまい、車が避けて

くれるだろうと、その様な錯覚に陥ってしまっ

てるのではと判断されます。

　昨年、高齢者の運転者が第一当事者、加害者

になった事故は４２件、４５人となっております。

年齢別では、６５歳から６９歳が１６人、７０歳から７５

歳が１２人、７５歳以上が１７人という結果で、ちな

みに留萌管内の交通事故も１/３が高齢者とい

う結果になっております。高齢者の時間別発生

状況では、８時から１２時が４割以上を占め、夕

方の４時から８時までが３割を占めています。

それから違反別状況ですが、前方不注意１５件、

操作不適１２件、これはよくテレビで報道されて

いますが、ブレーキとアクセルの踏み間違いに

よるものなどです。一時不停止などは、左右を

見ている様で見ていない事が多いのが現状です。

それでは、どんな場所で事故が起こっているか

と言いますと、市街地が４７．６％、非市街地が

５２．４％で、市街地交差点８件、市街地直線７件、

非市街地直線が１３件となっています。

　それでは、事故はなぜ起きるのかと申します

と自動車の運転では、正しい情報認知、素早く

適正な判断、操作運転が連携して運転されてい

ます。周囲の環境、交通の状況、気象、路面の

変化などの交通情報の認知、それをどの行動が

一番いいのかを判断し、判断に従って運転操作

を行います。これらの認知判断操作の連携のど

こかでミスをする事によって事故が起きてしま

いますが、事故の９０％は運転者の認知の遅れと

判断のミスか操作の不適から起こっています。

高齢者の方はこれらの３つのどれかが遅れたり

誤ったりして事故を起こしているのではと考え

られます。

　ここで高齢運転者の特性についてお話を致し
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ます。 的特性では、 で動 、

、 が増 するという 結果が て

います。また も します。反 的反 動

作では反 時間に遅い早いの が ている。

と衝 性では の と の

が認められるという結果が ています。 理的

特 では、 な情報の同時 理が しく、

さ正 性の が認められ、運転が自 中 的

になりがちで、注意 の 、 中 の に

より が 手になってきているという結果が

ています。運転的特性では、 い時

の にとら れており、 の い状況は避

ける があります。 い時の自 を きずる

が く、 い時の 差しで判断する事が多

い。意 と行動のミス があり、 で考え

る自 の実態と実 の自 の行動実態の間に

レが生 ている。 れとかだろう運転で、見

み違いの運転をしている。これは 手が止まっ

てくれるだろうとか 手に思い んでしまうよ

うな運転をしている事です。また、小さい車に

乗り える事で、 的 の を ー

ると考えている方が多い。 や運転

の に気 いていない方が多いのではと思

います。それと高齢者における 人的 的

人差があります。最後に 運転があります。

とか 間の運転に不 な環境は避け、運転時

には 度を として運転をするという操作の

方です。

　ここで交通事故を起こした時の について

お話をします。交通事故の加害者には３つの

がありますが、１つ目は 事上の 。自動

車運転死傷行 法 運転致死傷

運転致死傷 が適 され、 事 の

や などが適 されます。２つ目は行 上

の 。 判所が行う 事 とは別に、運転

の り しや停止などの行 を ける

事になります。３つ目は、 事上の です。

事上、行 上の の に被害者に する

害 があり、 事上の を負います。

　数年前からよく ースになっている 運

転についてですが、平 ２７年１２月１日に北海道

運転 に する が施行されました。

運転 の日が作られましたが か知って

いる方はおられますか ７月１３日です。この

運転ですが、北海道では昨年の平 ２８年には

発生件数１６２件、死者１１人、傷者数２２０人となっ

ております。そこで北海道のス ー として

運転は しない させない さない

しく んで、おいしいお 、としています。

　最後にこれから施行される道路交通法ですが、

平 ２７年６月１７日に高齢運転者 の を

るため の が され、平 ２９年６月ま

でに、 時認知 査に する の と、

時高齢者 に する の 、 時適性

査 に する の が施行されます。こ

れらはどういう事かと申しますと、現在の高齢

者 ３時間の高齢者 を けなさいとい

う事になっていますが、７０歳までの方は認知

が 題なけれ けなくても いと時間の

も られておりますが、 時認知 査に

題がなけれ 、 時高齢者 は２時間、

時認知 査に 題があれ 、高齢者 は

３時間となるように、 の を めている

のが現状です。同 く平 ２９年６月までに施行

される、運転 の に する の で

すが、現行の運転 では 通 、中 、

の３ ですが、 正後は 通 と

中 の間に 中 が されます。こ

れは１８歳以上でいきなり 中 が

る事になります。車 も３．５ト 以上、

７．５ト 、最 ２ト 以上４．５ト

の車を運転 るようになります。

　初 運転者に する が されます。こ

れは 中 に 連しての初 運転者に す

る です。 中 １８歳以上の方が し

た場 は、 中 自動車を運転する は、１年

間初 者 ークを けなさいという道路交通法

であります。初 運転者に する の と

なっています。これが平 ２９年６月までに施行

される運転 に する でご います。

　以上、本日のお話を らせていただきます。

ご ありがとうご いました。

  




